
Title 初期アテーナイにおける殺人裁判と刑罰

Author(s) 平山, 晃司

Citation 言語文化共同研究プロジェクト. 2018, 2017, p. 29-
36

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/69925

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



1 はじめに

初期アテーナイにおける殺人裁判と刑罰

平山晃司

アテーナイでは「四百人」による寡頭政権崩壊直後の前 410年に大規模な法の改正 ・編纂事業

が開始され、その一環として前 409年に「ドラコーンの殺人の法」を刻した碑文が作成された。

その石碑の現存部分に記されている法文は、前 621年に公布されたオリジナルを忠実に復刻し

たものだと考えられており［初期アテーナイにおける殺人裁判と刑罰のありようを伝える第一

級の史料となっているが、残念ながら十分な「青報を与えてくれているとは言い難い。というのも、

この碑文の判読可能な部分には無意思殺人と合法殺人に関する規定は認められるものの、故意殺

人の犯人の取り扱いを定めた法文が見当たらないからである。無意思殺人の犯人に対する刑罰は

追放、ただし犠牲者の一定の範囲の親族全員が和解に合意した場合ば帰国を許されると定められ

ているが、故意殺人の犯人にはどのような刑罰が科せられたのだろうか。 ドラコーンが成文法を

制定した当時の実清を伝える同時代の資料は皆無である。そこで、古典期の法廷弁論からこの問

題に関する証言を拾い集め、それらの検討を通じて何らかの手掛かりを探ることにする。

2 故意殺人に対する刑罰

プーモステネースは『メイディアース告発』の中で、殺人が故意になされた場合と過失による

場合の刑罰の苛酷さの違いについて次のように述べている。

oi中OVlKOL[sc. v6μ.oil TOVS'μ.Ev叙 1rpovoias-a1To1Cnvvvvrns-0avctT'{) Kat aEL中vyiq,Kat OYJJJ.EV<TEl Tふv

v1rapxovTWV (YJJJ.lOV<Jl, TOVS'o'aKowiws-aiOE<TEWS'Kat中l入av0pw1rias-1TO入入分S'~liw<Tav. (21.43) 

殺人の法は故意に人を殺めた者を死刑と永久追放と財産没収をもって罰しますが、その意図

なくして人を死なせた者には赦しと深い慈悲を与えてやるのが相応しいとしているのです。

ここで問題となるのは、死刑と永久追放が共に故意殺人に対する刑罰として挙げられていること

であるが（財産没収は他の二つのいずれにも伴う付加刑であったと考えられるので＼さしあた

り無視してよかろう）、ある男を意区的かつ計画的に殺害したとして訴えられているアンティポ

ーン『四部作第一』の被告も次のように言う。

拉vOE vvv Karn入TJ¢0ds-a1ro0avw, aVO<Tla ovEi玩TOlS'1Tal<TlVV1TO入€神W, 分中vywvyEpwv Kat 

紐 o入LS'らv年 lwf.as-1TTw炉匹.(2. 2. 9) 

しかしなが ら、今、有罪判決を受け、私が死ねば、私は子供たちに忌まわしい非難を残すで

しょうし、国外追放となれば、異国の地で年老い、祖国を持たぬ者として乞食を して暮らす

こととなるのです凡

この証言は、故意殺人の容疑者に有罪の判決を下すに当たって死刑か永久追放かの二者択ーが行

われたことを示唆しているようであるが、犯人をいずれの刑に処すべきかが犯行の凶悪さの程度

に応じて決められたのだとしたら、その際どのような基準が適用されたのだろうか。

アンティポーン『毒殺容疑での継母告発』の中で、原告は陪審団に対し、被告は「意図的に死

を計画して」 （叙ov<Tiws-Ka噂ov入€加aびa TOV 0ava TOV)父を殺したのだから、 「皆さんと正義によ

って破滅させられるべきです」と訴えている (l.26f.)。彼の語るところによれば、被告は夫の

友人ピロネオースの愛人に近づいて毒薬を媚薬と偽って渡し、それをヒ°ロネオースと自分の夫に

飲ませるよう唆したのだという 。それゆえ彼は被告を計画的殺人の犯人と同様に死刑に処すべき

I JG I3. 104. 

2 Stroud (1968), 60-4; Gagarin (1981), 23-9; Carawan (1998), 80. 
3 MacDowell (1963), 115-7. 

4 アンティポーンの弁論作品からの引用に際しては、高畠純夫訳（アンティポン／アンドキデス『弁論集』西洋

古典叢書、京都大学学術出版会、 2002) を用いた。

- 29-



だと主張しているのである5。また一方、 『四部作第三』では、酒に酔った上での喧嘩で殴り殺

された老人の親族が相手の若者を告発し、陪審団に対 して次のように言う 。

vμ.as-OE XPTJ, TV TE avoμ.iq, TOV 7ra0介μ.aTO', aμ. かtlOVTU',T介VTE V/3plV KO入a(ovrns-atiws-TOV 7ra0ovs-, 

TTJV f3ov入EVa-aa-av'flvxi-Jvavrn中€入＆沿aiav元v. (4. 1. 7) 

皆さんの為すべきは、蒙ったことの無法性に報復し、被害に見合った罰で傲慢を罰すること、

そして企みを巡らした魂を今度はこの者から奪うことです。

「企みを巡らした魂を」 (T加 f3ov入EVCTaCTavtvx加）とい う表現が示すように、この原告は、若

者は突発的な激情に駆られて思わず手を出してしまったのではなく 、明確な殺意を抱いて老人に

暴行を加えたのだと 主張しているのである。

故意殺人に対する刑罰は死刑か永久追放か二つに一つであったという前提に立って考えれば、

計画性や明らかな殺意が認められる場合は犯人は処刑され、 一時的な傷害の意思は認められるが

殺意はなかったと判断される場合は国外へ追放されたということを、これら二つの証言が暗に示

しているとの解釈が可能になる。ところが、かかる前提そのものを揺るがす証言が存在するので

ある。アンティポーン『ヘーローイデース殺害について』の中で、被告エウクシテオスは次のよ

うに言 う。

, e~ ~, 
E7TElTa nμY]<J"lVμoi E7TOlY]<J"aV, avTa7TO aVElV TOV voμov K叫邸ovTOV a7TOKTElVaVTa (5. 10) 

次に、法は殺人者に対し報復として死を定めているにもかかわらず、彼らは私に対 して量刑

相互提案方式を当てはめたのです。

また、デーモステネースは『アリストクラテース告発』の中で次のように述べている。

av OE oolv Ta OlKal'EYKa入E'ivKat E入'[ITov OEOpaKoTa TOV中6vov,... T(8 o'E1Tl0ElV OlOOVTa OlKTJV 

ElEびTlV,分vhat 6 VOJJ-OS', TOV a入OVTa,1TEpa o'OVOEV TOVTOV. (23. 69) 

しかし、もし訴訟が正当であると判断され、殺人者に対する有罪判決を勝ち取ったとしても、

…告発者には罪人が法に定められた罰を受けるのを眺めることが許されていますが、それ以

上のことは認められておりません。

「法に定められた罰を受ける」 (oioo四 aoiKYJV, 枷むato voμ.o,) とい う表現は曖昧だが、告発者

が死刑囚を嘲笑して復讐心を満足させることが一般的であったらしいことを考えれば尺これは

「処刑される」ということを婉曲的に言い表したものと解すべきであろう 。

これら二つの証言からは、死刑に代わるもう 一つの選択肢としての追放刑の存在は浮かび上が

ってこない。 しかしその一方で、故意殺人に対する刑罰として死刑と永久追放の両方に言及して

いるものもある。この矛盾を解消する最良の方法は、第 1回目の弁明を終えた後で勝訴の見込み

なしと判断し、死刑を免れるべく国外へ逃亡した故意殺人の容疑者が7、被告人不在のまま続行

された裁判の結果有罪となった場合、彼に対して永久追放の刑が宣告されたと考えることであろ

う凡この考えが正しければ、古典期のアテーナイにおいては、犯人が裁判の途中で自ら国外へ

退去した場合を例外として、故意殺人に対する刑罰は死刑であったとの結論を下すことができる。

ところが、これに待ったをかける証言が存在するのである。

5殺人教唆 (f3ov入EV<rl,)の犯人に対しては、自ら手を下して殺した場合と同等の刑罰が科せられた。Cf.Andoc. 1. 

94: Tov f3ov入EV<ravrnEv T令avT(jJEVEXE<r8ai Kat TOV Tf, XELPl ipya<rllJJ.WOV. 
6 Aeschin. 2. 181 f. 
7殺人裁判の被告には、 1回目の弁論を終えた後、判決を待たずに自発的に国外へ退去することが認められてい

た。Cf.Antiph. 4. 4. 1, 5. 13; Poll. 8. 117. 
8 MacDowell (1968), 113-5. ただし、 『メイディアース告発』の中で永久追放を故意殺人に対する刑罰の一つとし

て挙げた時 (21.43)、デーモステネースはもう 一つのケースをも念頭に置いていたかもしれない。それは、在

留外人を故意に殺害した場合である。一Lex.Seg. 194. l 2f. (△ lK如如卯aTa,s. v. 中oviKov):E如巫TOlKOVTlS' 

a7ToKnivn, 中vy分s-JJ.OVOV KaTaOlKll(ETo・Ea.V JJ.EVTOl a<rTOV, 8avaTOS'1) (YJJJ.la. Cf. Saunders (1991), 238 n. 107. 
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デーモステネースが『アリストクラテース告発』の中で引用 している合法殺人に関する法文は、

殺人が合法とされる四つの場合（運動競技の最中に誤って対戦相手を死なせた場合 ・追い剥ぎの

待ち伏せに遭ってこれを殺 した場合 ・戦闘中に味方を敵と誤認して殺 した場合 ・自 分の妻や母親、

姉妹、 娘、あるいは子を儲けるために囲っている愛人と通じた男を、その現場を押さえて殺害し

た場合）を列挙した後、次の言葉で締め括られている ：TO加wvEVEKaμry中EVYEWKTEivavrn (23. 

53) 。この中EVYEWの意味を「告訴される」と解する説は斥けられねばならない図なぜなら、こ

こに挙げられているような場合であっても殺人者が告訴されることはありえたからである。その

証拠に、リ ューシアース『エラトステネース殺害に関する弁明』における被告エウピレート スは、

自分はエラトステネースが妻と密通している現場に踏み込んで彼を殺したのだと申し開き、無罪

を主張している（殺人の容疑で訴えられた者が、殺害の事実は認めるものの、それが法に触れぬ

ものであることを主張している場合には、デルピーニオンの法廷で裁判が行われたり 。 したが

って、 中EVYElVのここでの意味は「追放される」以外の何物でもない。つまり 、この法文の末尾

の文言は、殺人が合法と認められない限り殺人者は追放刑に処せられるということを暗に示して

いるわけである。これは先に検討を加えたいくつかの証言と明らかに矛盾している。この法によ

って合法と定められている四つの中には故意殺人の範疇に入るものも含まれているのに、通常の

場合に殺人犯に対して科せられる刑罰として追放刑のみが示され、死刑への言及がないのはなぜ

だろうか凡

この問題については次のように考えたい。 一 ―ドラコーンが殺人法を成文化した当時のアテー

ナイにおいては、故意殺人に対する刑罰は永久迫放、無意思殺人に対する刑罰は遺族の赦しを得

れば帰国可能という条件付きの追放と定められていたが、これは古い時代の慣習をそのまま受け

継いだものであった。そして、この規定が有効であった間のある時期に件の法文が起草された。

その後、法が改正されて故意殺人に対する刑罰は死刑となったが、この法文は元の形のまま保存

された。その末尾の文言 TO加wvEVEKaμry中EVYEWKTEivavrnは、本来ならば μry中EVYEWの部分を

吋TE紐 o0avE'ivμ介TE中EvyEw(vel sim.)に変えるか、さもなくば全体を VYJ1TOlVElTE0vavatと改める

べきところであるが、この規定の趣旨は 「どのような場合に殺人は合法とされるか」という点に

あるのだから、故意殺人に対する刑罰が追放から死刑へと変わったからといって、あえてそのよ

うな修正を施す必要はなかったのである。

このような推論を促す間接的証拠となるのが、前 6世紀末頃のものと推定されるロクリスの入

植に関する法 (ML13) である。この法文の文言から、当時この地方では殺人犯およびその一族

は追放、財産は没収、住居は取り壊しと定められていたことが知られるが 12、これは古い時代の

慣行を踏襲したものである蓋然性が高い。というのも、デーモステネースが次のように述べてい

るからである。すなわち、ロク リス人は法に関して極端に保守的で、父祖伝来の古法を頑に守り

通している。新法を提案せんと欲する者はその首に縄を巻きつけた状態で発議し、可決されれば

それを解かれるが、否決されれば直ちに絞殺される。そのようなわけで、ロク リスでは 200年以

上もの間にたった一つしか新法が制定されていないのだと (24.139-141)。Latteによれば、殺人

犯を追放し、その住居を破壊する目的は、その存在が共同体の平和を損なう恐れのある人間を排

除し、さらには彼に関する記憶の痕跡を完全に消し去ることであるが13、それは取りも直さず殺

人の稼れを祓い浄めることなのであるI¥

9 Gagarin (1981), 114 n. 8; Carawan (1998), 94f. 
,o Dem. 23. 74; Ps.-Arist. Ath. Pol. 57. 3. 

＂永久追放は故意殺人の犯人が死刑を免れるために自 ら服するものではなく、被告人に有罪の判決を下すに際し

て死刑と共に二者択ーの対象となる刑罰であったと考える Gagarin(1981), 115は、話し手は修辞上の必要に応じ

て死刑と追放刑のいずれか一方を強調することがありうると 言 うが、他の箇所な らともかく、ここでは実在する

法文が読み上げられているのだから、話 し手 （ないし弁論代作者）の意図の入り込む余地などあろうはずがない。

12 11-14: a蒟 s血 fEppfrwKat YEVEQ. aμ.arn 7Tl1VTa, XP加araOE oaμ.EV如 伽VKat fOLKia KaTaCJ"Ka7TT匂0wKa.TT如

麟 pEcpOVLKOツTET0μ.初． なお、 プルータルコスの伝えるところによると、ヘーシオドスを殺害した犯人たちはロク

リス人によ って生きたまま海に沈め られ、その家屋は破壊されたという (Conv.sept.sap. 162b-e)。
13 Latte (1931), 281. 

14 Connor (1985), esp. 90-6. 清宮 (1988),221がすでに指摘しているよ うに、中世日本の荘園においては、領内で

犯罪が生 じた場合、領主はそれを械れの発生と見なし、犯人の領外への追放、犯人の住居の焼却あるいは破壊と

いう手段で、 領内の災気の除去、秩序の回復に努めたということが明 らかに されている。勝俣 (1983)を参照。
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アテーナイにおいても殺人犯の追放が一種の儀礼であったことは、無意思殺人の犯人は一定の

期間内に定められた経路を通って国外へ退去せねばな らず、犠牲者の遺族の赦しを得で帰国する

際も、 一定の形式に従って供犠 ・浄めその他諸々のことを行うよう義務づけられていたことから

明らかである 15。そして、この儀礼の 目的は言 うまでもなく、械れを祓い浄め、秩序を回復する

ことであった。では、古くは故意殺人に対しても同じ目的で追放刑が科せられたのだとしたら、

なぜそれが後に死刑に取って代わられたのか。

殺人の械れとは本来、ある家族の一員が別の家族の一員の命を奪ったことによって、二つの家

族の間の均衡が崩れた状態を象徴するものであった。そして、血の復讐によって失われた均衡を

回復することが「浄め」であった。だが、社会の発達に伴って、二つの家族の間に不和を生じさ

せ、場合によっては果てしなく続く血讐へと進展する可能性もある殺人が、社会の秩序を攪乱し、

安寧を背かす悪 しき行為、すなわち「犯罪」として意識されるようになった。そして、そのよう

な意識の深化と並行して、殺人の稿れが伝染するという観念が徐々に形作られていった。殺人に

対する意識が上述のように変化すると、殺人の稿れは共同体社会の秩序が毀損された状態の表象

という新たな側面を有することになり、その結果、伝染性という属性を付与されるに至ったので

ある。このような変化が生ずる過程で、血の復讐と人命金の授受は禁止された。以後、殺された

者の遺族にとっては、裁判に訴えることが殺人者に復讐するための唯一の手段となった。つまり、

殺人裁判制度は個人の自力行使に対する公権力による規制を端緒として成立したのである。

故意殺人の犯人に対する処置が遺族による血の復讐から公権力による処刑へと直接移行せず、

追放刑という段階を経なければならなかったのは、殺人が共同体社会の秩序に対する侵害として

意識されるようになったことにより、 〈ある家族の成員の命が別の家族の成員の手で奪われたた

めに、両家族間の平和的な均衡が崩壊した状態の表象〉という殺人の稿れの本質的な側面が、

〈殺人によって共同体社会の秩序が毀損された状態の表象〉という新たな側面によって抑圧され、

潜在化したためだと考えられる。そのような変化が生じたのは、殺人の械れという宗教的観念が、

新たに付与された伝染性という属性を武器に、いまだ自らの権威を確立するに至っていない未熟

な法の補佐役として、共同体社会の秩序維持の機能を果たさなければならなかったからである。

時代が下って社会がさらに発展し、その構造が複雑化してゆくのに伴って、法 ・裁判制度が発達

を遂げ、法による支配が確立されると、殺人の稿れの観念が果たしてきた秩序維持の機能は次第

にその有用性を失っていった。これにより、殺人の械れが持っていた、共同体社会の秩序が毀損

された状態の表象としての側面は伝染性という属性と共に形骸化し、替わって、二つの家族の間

の均衡が崩壊した状態の象徴という本来の姿が顕在化してきた。そうなると 、殺人の檬れを浄め

るためには、殺人者の身柄ごと共同体の外部へ祓い棄てるという方法よりも、彼によって命を奪

われた者のための復讐として殺人者を殺すという方法のほうが相応しくなる。かくして故意殺人

の犯人に対する刑罰として、永久追放に代わって死刑が科せられるようになったのである。

3 殺人裁判の実態

前 409年に復刻された「ドラコーンの殺人の法」では、無意思殺人の犯人は追放刑に処せられ

るとする規定のすぐ後に、バシレウスが殺人の実行犯またはそれを教唆した者に対して有罪を宣

告する こと、その判決はエペタイが下すことを定めた法文が続いている児この規定は無意思殺

人にのみ当てはまるものなのか、それとも故意殺人の場合にも同じ手続が取られたのであろうか。

前 4世紀には、殺人が故意によるものである場合はアレイオス ・パゴスの法廷で同評議会を陪

審員 として裁判が行われるようになっていたが17、 ドラコーンの時代においては、その場合もエ

ペタイが審理を担当したと考えられる。その根拠となるのは、 「ドラコーンはアレイオス ・パゴ

スには一度も言及しておらず、殺人のことに関しては常にエペタイに語りかけている」というプ

15 Dem. 23. 72. Cf. Burkert (1970), 88. 
16 JG I3. 104, 11-13: OlKa(nv OE TOVS'{3a<Yl入fos-a'inov cp6vov Ei[vai TOV Epya咋µ.wov] 分 f3ov入€如avm·TOVS'OE E転TU',

oiayv如 ai.括弧内は 17字分の判読不能な部分を Gagarin(1981), 39が復元 した もの。他の復元案としては、e.g.

Stroud (1968), 47: ... E[し'TETova如 xnpa出 ]Ef3ov入€如avTa. ここでの OLK媒如 の意味については前沢 (1986),27-9を

参照。
17 Dem. 23. 22; Ps.-Arist. Ath. Pol. 57. 3. 
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ルータルコスの証言である 18。彼はこの事実を、ソローンがアレイオス ・パゴスの評議会を創設

したと考える人々の論拠と して挙げた上で、その説に対する反証と してソローンの大赦に関する

法を引用 している凡

如lJJ.WVQ(J'Ol a TlJJ.Ol加av1rptv分こ秘wvaa延al,如 Tiμ.ovs-Eivai, 訊加如oiE(i¥pEiov祁 yov分

Q(J'Ol EK Tふッ EcfJETwv分叙 1rpvrnvEiovKa rnoiKa(J'0EVTES'v1ro TふV{3aびl入EWVE1Tl cpOV<tJ分(J'cpayat(J'lV分

E1Tl TVpavvioi E中wyovDTE o 0E(J'JJ,OS'EcpavrJ ooE. 

市民権喪失者のうち、ソローンのアルコーン就任以前に市民権を剥蒋されていた者は復権を

許される。ただし、アレイオス ・パゴスの法廷により、あるいはエペタイによって、または

バシレウスによる有罪判決を受けた結果プリュタネイオンの法廷によって、殺人または殺数

の廉で、あるいは僭主政樹立の廉で、この法が公布された時に追放されていた者を除く 。

Ruschenbuschの指摘するように20、こ の法文ではアレイオス ・パゴスが僭主政樹立の企てに、エ

ペタイとプリュタネイオンが殺人と殺叡に、それぞれ対応 していると解すべきである。つまり、

アレイオス ・パゴスの法廷はソローンのアルコーン就任以前にすでに存在したが、その当時は僭

主政樹立による国制転覆をはじめとする純政治的犯罪を主に裁いたのであって、殺人に対する裁

判権はいまだ有していなかったのである。一方、エペタイとプリュタネイオンの法廷は共に前 4

世紀においても殺人事件に対して裁判権を行使していたが（前者はパッラディオン ・デルピーニ

オン・プレアットーの三つの法廷で審理を担当した） 、後者は当時アテーナイに存在した五つの

殺人法廷の中でもとりわけ異彩を放っていた。

この法廷では、犯人が不明である場合と動物や無生物が人を死なせた場合に裁判が行われ、裁

きを担当したのはバシレウスと、クレイステネースによる改革以前の 1日部族の長である 4人のピ

ューロバシレウスであった叫この法廷における裁判手続の詳細については Ruschenbuschが妥当

な見解を示している竺それによると、犠牲者の遺族は自らに呪いをかけた上で宣誓 し、 「犯人」

たる獣や物体または未知の殺人犯を告訴した。この宣誓は決闘や神判などと同様に、その結果か

ら主張の真偽、権利の所在、有罪か無罪かなどが自動的に明らかになる形式的立証手続の一種で

ある。つまり、この宣誓によって起訴事実は立証されたことになり 、それに基づいてバシレウス

が「被告」に有罪の判決を言い渡した。この有罪宣告は原告である遺族の宣誓によって証明され

た事実、すなわち犠牲者は何者かによって殺害された、あるいは彼を死なせたのは当の物体ない

し動物であるという 事実を儀礼的に確認したものにほかならない23。有罪の判決を受けた鉄や石、

木片などの物体は国境の外に棄てられ又未知の殺人犯に対してはバシレウスが国外追放を宣告

した25。人を死なせた動物が実際にどのように処理されたかは伝えられていないが、プラトーン

はこれを殺した上で国境外に棄てるべきだと述べている竺

このように、プリュタネイオンの法廷における裁判手続は多分に原始的な性格を帯びているの

だが、こ の法廷がソローンの大赦令の中でエペタイのそれと共に殺人を管轄する法廷として言及

されていることから、次のように推測することができる。 ドラコーン以前は殺人事件はすべ

てプリュタネイオンの法廷で裁かれていたが、 ドラコーンによる殺人法の成文化以後、故意殺人

に対する裁判権がアレイオス ・パゴスの法廷に移管されるまでは、通常の殺人の場合は（故意 ・

無意思いずれも）エペタイが、無差別の大量殺戟 ((J'cpayai) などのような犯人の特定が不可能な

場合と 、動物や何らかの物体が人を死に至らしめた場合はプリュタネイオンの法廷が、それぞれ

18 Sol. 19. 3. 
19 lbid. 19. 4. 

20 Ruschenbusch (1960), 134 f. 

21 Dem. 23. 76, Schol. Patm. ad loc. (BCH l (1877), 139); Ps.-Arist. Ath. Pol. 57. 4; Poll. 8. 120; Harp. s. v. E7Tt fipvrnvE仰；
Paus. 1. 28. l O; cf. Pl. Leg. 873e-874b. 
22 Ruschenbusch (1960), 132f. 
23 Cf. Maschke (1926), 47-50. 

24 Aeschin. 3. 244, Schol. Patm. ad Dem. 23. 76, Poll. 8. 120, cf Paus. 5. 27. I 0, 6. 11. 6. 
25 Schol. Patm. ad Dem. 23. 76. 
26 Leg. 873e. 
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裁判を担当した27a
ドラコーン以前の古い時代においては、殺人犯が特定の人間である場合の裁判は以下のような

ものであったと推測される。 殺された者の遺族は一定の形式に従って宣誓 し、犯人を名指し

で告訴する。この宣誓によって立証された殺害の事実をバシレウスが確認し、被告に対 して有罪

の判決を言い渡せば、彼は国外へ追放される。ただし被告が、自分は原告の親族である某を過失

によって死なせてしまったのであって、意図的に殺したのではないと 主張する場合は、その旨の

宣誓を行うことが義務づけられており 、被告の主張が真実であることが宣誓によって証明されれ

ば、彼に科せられる追放刑には、犠牲者の遺族との間に和解が成立 した場合ば帰国を許されると

いう条件が付加 される。

古くは犯罪の事実の有無のみならず、被告に犯意があったか否かもまた宣誓によって判定され

たということを示唆する事例が、ホメ ーロスの叙事詩の中に見出される。 『イ ーリ アス』第

23歌で、アキッレウスの呼びかけによってパトロクロスの葬送競技が催されるが、その最初の

種 目である戦車競走の最中、アンテイロコスは卑劣な策略を用いてメネラーオスの駆る馬の走行

を妨害し、これを追い抜く 。その結果前者は 2位、後者は 3位となったが、賞品供与の段になっ

てメネラーオスは異議を申 し立て、アンテ イロコスに不正行為があったことを訴えた上で、次の

ように言 う。

d入入'ay打 ','ApyE如VY/Y介TOpES-YJOE JJ.EOOVTES', 

Es-JJ. 紅ova砂OTEpOlCJ"LOLK(l四 aTE, JJ.TJO'E7r'apw前

EL o'ay'iywv aVTOS'OlKU<TW, Ka{μ'ov nva q>Y)μl 

＆入入ov如訊裕ElV△ava如 .i0Eta泣pE<TTal. 

'AVTl入ox',El o'ayE o⑪ po, owTpE中ES',分0年lS'EO"TlV,

<TTQS'l7T7TWV 7Tp011℃ ipoi0E Kal apμaTO<;', avTap iμ(ia-0入Y)V

XEP<TLV EXE pao{vY)v, ... 

l7T7T皿v祠心μwos-ya吋oxov'Evvoa-{yawv

oμvv0L, µ~ μEv叙WVTO iμov oo入'{;)apμa 7TEO分(TC(l.(573-85) 

アルゴス勢を率いて指揮をとる方々よ、双方に対して公平に、依枯贔贋なく裁定を下しても

らいたい、•••いやむしろ、わたしが自分で裁きを下そう、ダナオイ勢の中にわたしを咎める
者は誰もおらぬと思う 、わたしの裁定は正しい筈だからな。ゼウスの寵あるアンテイロコス

よ、さあここへ出て来い、しきたりの如く 車と馬の前に立ち、 細やかな鞭を手に持て…、そ

して馬に手を置いて、大地を囲み大地を揺るがす神にかけて誓え、奸策を用いてわたしの車

を妨げたのは故意にしたことではない、とな（松平千秋訳） 。

メネラーオスはアンテイロコスとの間に生 じた紛争の解決を、一度はアルゴス勢を指揮する他の

王たちの裁きに委ねようとしたが、すぐにその要求を撤回し、彼らと同等の権限を持つ者として、

争いの当事者でありながら自ら裁定を下したのである。その内容は、アンテイロコスが一定の形

式に則って、自分は故意に不正な行為に及んだのではないとポセイドーン神にかけて宣誓すると

いう提案であった。これはゲルマン法における 「証拠判決」 (Beweisurteil) に相当する。つまり、

判決の中で定められた形式に従って紛争当事者のいずれかが宣誓を行えば、自動的に訴訟の勝敗

が決定し、紛争に終止符が打たれるのである叫

かかる原始的かつ非合理的な裁判制度を改革すべく ドラコーンが新たに創設したのが、 51名

のエペタイを陪審員 とする法廷であった。 しかし、犯人が不明である場合と動物や無生物による

事故死の場合は当事者間の対立が欠如 しているため、合理的な裁判制度が確立されていた前 4世

紀においてもなお、依然としてプリュタネイオンの法廷で上述のような原始的な手続による裁判

27 Cara wan (1998), 17 n. 28, 50, 100は、プリュタネイ オンの法廷は元来、党争や血讐による無差別の殺戯が行われ

た場合に特定されざる殺人者を断罪するための法廷であったのだが、後に末知の殺人犯一般、 さらには人を死な

せた動物や物体を も裁くようになったと 考えている。
28 Thlir (1996), 6lf. 
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が行われていたのである。

興味深いことに、このプリュタネイオンとい う建物はスケープゴート儀礼と密接な関係を持っ

ている。プルータルコスは生国カイローネイアに伝わる「飢え遣らい」 (f3ov入iμov廷松U<J"lS') と

呼ばれる奇習について報告しているが29、それによると、この儀礼には公的な行事として行われ

るものと 一般市民が各家庭で行うものとがあって、後者は奴隷の一人をセイヨウニンジンボクで

作った杖で打ち、 「飢えを外へ、 富と健康を中へ」と唱えながら戸口から追い出すというもので

ある。そして、前者はアルコーンによって公共の炉 (71KOlVTJ E<J"Tla) の傍らで執 り行われたとい

うが、この炉はほかならぬプリュタネイオンの内部に設置されていたのである。なお、プルータ

ルコスは明言していないが、この公の儀式では国有奴隷が用いられ、最後にアルコーンがこれを

城門の外へ追い出したと推測される呪

とこ ろで、マッサリアーでは浄化儀礼に用い られるスケープゴートが丸 1年間国費で養われた

との証言があり 31、アテーナイのパルマコスも同様の待遇を受けていたと考えられるが32、これ

は国中の罪機れを一身に背負って国外へ追い払われ、もってポリスを災いから救う彼らを貴人に

見立てるためであった33。そして、どのポリスでも一般に、国家による扶養という特権を与えら

れた者はプリュタネイオンで饗応を受けることになっていた。 してみると、カイローネイアの場

合と同じく、これら二つの都市において も、スケープゴートを送り出す行列はプリュ タネイオン

から出発したと考えて然るべきである兄殺人犯の追放もスケープゴートの放逐と同様に械れの

祓い棄てを目的としていたことを想起すれば、このことは初期アテーナイにおける殺人裁判がプ

リュタネイオンの法廷で行われたことの傍証となるかもしれない。
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